
第１表　令和６年度地方交付税総額の算定基礎
（単位：億円、％） 

当初予算額 補 正 額 補 正 後 当初予算額 補 正 額 補 正 後 当初 補正後 G／D H／F
A B A+B　C D E D+E　F A-D　G C-F　H (%) (%)

所  得  税　（ア） 179,050 22,040 201,090 210,480 2,470 212,950 △31,430 △11,860 △14.9 △5.6

法 人 税　（イ） 170,460 10,080 180,540 146,020 600 146,620 24,440 33,920 16.7 23.1

酒　税　 （ウ) 12,090 - 12,090 11,800 - 11,800 290 290 2.5 2.5

消 費 税　（エ） 238,230 5,200 243,430 233,840 △3,920 229,920 4,390 13,510 1.9 5.9

（ア）×33.1％ 59,266 7,925 67,191 69,669 818 70,487 △10,404 △3,297 △14.9 △4.7

（イ）×33.1％ 56,422 3,336 59,758 48,333 199 48,532 8,088 11,225 16.7 23.1

（ウ）×50％ 6,045 - 6,045 5,900 - 5,900 145 145 2.5 2.5

（エ）×19.5％ 46,455 1,014 47,469 45,599 △764 44,834 855 2,635 1.9 5.9

168,188 11,646 179,833 169,500 252 169,752 △1,313 10,081 △0.8 5.9

令和５年度国税４税決算
清算分 - 6,679 6,679 - - - - 6,679 - 皆増

令和３年度国税４税決算
清算分 - - - - 7,568 7,568 - △7,568 - 皆減

平成28年度国税４税決算
清算分 △449 - △449 △449 - △449 - - - -

過年度補正予算精算分
△4,684 - △4,684 △7,383 - △7,383 2,699 2,699 △36.6 △36.6

163,055 18,325 181,380 161,669 7,821 169,489 1,385 11,891 0.9 7.0

既往法定加算等 3,488 - 3,488 154 - 154 3,334 3,334 2,164.9 2,164.9

臨時財政対策特例加算額 - - - - - - - - - -

166,543 18,324 184,868 161,823 7,820 169,643 4,720 15,225 2.9 9.0

地方法人税法定率分
19,750 1,309 21,059 18,919 102 19,021 831 2,038 4.4 10.7

令和５年度地方法人税
決算精算分 - 1,114 1,114 - - - - 1,114 - 皆増

令和４年度地方法人税
決算精算分 - - - - 662 662 - △662 - 皆減

平成28年度地方法人税
決算精算分 - - - - - - - - - -

返還金 - - - - - - - - - -

特別会計借入金償還額 △5,000 - △5,000 △13,000 3,000 △10,000 8,000 5,000 △61.5 △50.0

特別会計借入金利子充当分 △1,965 - △1,965 △572 - △572 △1,393 △1,393 243.5 243.5

特別会計剰余金の活用 500 - 500 1,200 - 1,200 △700 △700 △58.3 △58.3

地方公共団体金融機構の公庫債
権金利変動準備金の活用 2,000 △2,000 - 1,000 △1,000 - 1,000 - 100.0 -

前年度からの繰越金 4,843 - 4,843 14,242 - 14,242 △9,399 △9,399 △66.0 △66.0

翌年度への繰越金 - △6,822 △6,822 - △4,843 △4,843 - △1,979 - 40.9

186,671 11,926 198,597 183,611 5,742 189,353 3,060 9,244 1.7 4.9

186,671 11,926 198,597 183,611 5,742 189,353 3,060 9,244 1.7 4.9

内 普通交付税
175,470 10,529 185,999 172,594 5,436 178,030 2,876 7,969 1.7 4.5

訳 特別交付税 11,200 1,397 12,597 11,017 305 11,322 183 1,275 1.7 11.3

（注1）　表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。
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令和６年度の地方交付税の総額は、再算定後19兆8,597億円（当初予算18兆6,671億円）で、前年度
総額に比べ9,244億円の増（+4.9％）となっている。

そのうち、普通交付税は、18兆5,999億円で、前年度総額に比べ7,969億円の増（+4.5％）となり、
特別交付税は１兆2,597億円で、前年度総額に比べ1,275億円の増（+11.3％）となっている。
（第１表参照）

前年度に比して交付税が増額となったのは、当初予算における地方交付税の法定率分（所得税・法
人税・消費税の法定率分）が前年度より１兆81億円の増（+5.9%）となったためである。

また、国税収入の決算等に伴って地方交付税が増額されることとなり、「臨時経済対策費」、「給与改定
費」及び「臨時財政対策債償還基金費」が創設され、調整額が復活された。

（２） 令和６年度普通交付税算定結果の概要

① 交付税総額について（全国ベース）

 



第２表　令和６年度普通交付税決定額総括表（全国・財源不足団体）(再算定）

　（単位：億円、％）

基準財政 基準財政 財　 源 普　　　通 普通交付税

需 要 額 収 入 額 不足額 交付税額 の全体に占

める割合　 

令和６年度 226,941 129,104 97,837 97,837 52.6

道

府 令和５年度 220,130 125,103 95,027 95,027 53.4

県

伸　率 3.1 3.2 3.0 3.0

令和６年度 253,318 165,155 88,162 88,162 47.4

市

町 令和５年度 244,200 161,196 83,004 83,004 46.6

村

伸　率 3.7 2.5 6.2 6.2

令和６年度 480,259 294,259 186,000 186,000 100.0

合

令和５年度 464,330 286,299 178,030 178,030 100.0

計

伸　率 3.4 2.8 4.5 4.5

 ※２　上記については、該当年度における財源不足団体について算出したものである。

 ※３　端数調整により、表内において一致しない箇所がある。

②　本県市町村分について（再算定）

区　　　分

 ※１　再算定の結果、普通交付税の総額は当初算定に比べ１兆529億円の増となっている。

本県市町村分の令和６年度普通交付税決定額（再算定）は約1,483億
8,782万円で、前年度交付決定額（再算定）に比べ、約59億7,666万円の増
（+4.2%）となっている。
市分及び町村分の令和６年度普通交付税決定額（再算定後）について、

前年度に比べ、市分は約40億1,658万円の増(+4.5%）、町村分は約19億
6,009万円の増（4.0%）となっている。（第３表参照）
なお、再算定後の基準財政需要額は、対前年度比4.1%の増となっており、

基準財政収入額は、対前年度比4.0%の増となっている。



第３表　費目別増減比較表（本県市町村分） （単位：百万円、％）

金　額 増減額 伸　率 金　額 増減額 伸　率 金　額 増減額 伸　率

Ａ 246,127 9,683 4.1 99,033 3,780 4.0 345,160 13,463 4.1

Ｂ 189,916 6,091 3.3 66,969 1,606 2.5 256,884 7,696 3.1

地域の元気創造事業費 Ｃ 3,643 88 2.5 1,969 43 2.2 5,612 131 2.4

Ｄ 4,007 34 0.9 3,786 104 2.8 7,793 138 1.8

Ｅ 874 △1 △0.1 1,201 0 0.0 2,075 △1 △0.0

地域デジタル社会推進費 Ｆ 1,411 △37 △2.6 1,501 134 9.8 2,912 97 3.4

臨時経済対策費 G 1,486 61 4.3 845 89 11.8 2,331 150 6.9

給与改定費 H 1,730 1,730 皆増 926 926 皆増 2,656 2,656 皆増

臨時財政対策債償還基金費 I 1,483 360 32.1 506 116 29.7 1,989 476 31.5

J 20,982 △705 △3.3 9,334 △2 △0.0 30,317 △705 △2.3

Ｋ 22,060 849 4.0 12,330 416 3.5 34,391 1,266 3.8

Ｌ 247,591 8,471 3.5 99,368 3,432 3.6 346,959 11,903 3.6

Ｍ 1,459 △1,482 △50.4 335 △369 △52.4 1,794 △1,851 △50.8

Ｎ 246,132 9,952 4.2 99,033 3,801 4.0 345,165 13,754 4.2

Ｏ △5 △269 △101.9 0 △22 △100.0 △5 △291 △101.7

Ｐ 152,823 5,667 3.9 43,949 1,820 4.3 196,772 7,486 4.0

Q 152,199 5,376 3.7 43,841 1,711 4.1 196,040 7,086 3.8

R 624 291 87.4 108 109 △16,822.8 732 400 120.4

Ｓ 93,304 4,016 4.5 55,084 1,961 3.7 148,388 5,978 4.2

Ｔ 0 0 - 0 0 - 0 0 -

U 93,304 4,016 4.5 55,084 1,961 3.7 148,388 5,978 4.2

※１　増減額及び伸び率は、令和６年度算定（再算定後）と令和５年度算定（再算定後）との比較である。

※２　表示単位未満を四捨五入しているため計と内訳が一致しないことがある。

③　市町村別の増減について(当初算定）

(1)　増加率の高い市町村 （単位：億円、％）

+10.1% △52.0%
+10.3% △7.6%

+20.1% △9.6%
+33.1% △33.4%

+114.2% △12.5%

+15.3% △6.9%

※　増減額・伸率は令和６年度当初算定と令和５年度当初算定との比較である。

　市 町　　村 合　　計

基準財政需要額　Ｎ＋Ｏ
（臨時財政対策債振替後、錯誤額反映後）

個別算定経費（Ｂ～Ｉを除く）

包括算定経費

算出額計　Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋E＋Ｆ＋G＋H＋I＋J＋K
　（臨時財政対策債振替前）

臨時財政対策債振替相当額

人口減少等特別対策事業費

地域社会再生事業費

公 債 費

区　　分

算出額計　　Ｌ－Ｍ
　（臨時財政対策債振替後）

錯 誤 額

基準財政収入額　　Ｑ＋Ｒ

算出額計

錯 誤 額

財源不足額　　Ａ－Ｐ

調　整　額

交付決定額　　Ｓ－Ｔ

主 要 因
伸率

基 準 財 政 需 要 額 基 準 財 政 収 入 額
市町村名 増減額

浦添市
+8.2
億円

+17.4％
生活保護費 市町村たばこ税

小学校費（児童数） 市町村民税（所得割）

名護市
+11.0
億円

+13.5％
その他の教育費（人口） 市町村民税（所得割）

生活保護費 低工法等による控除額

北大東村
+0.8
億円

+9.6％

地域デジタル社会推進費 市町村民税（所得割）

辺地対策事業債償還費 固定資産税（償却資産）

令和６年度普通交付税（市町村分）の交付決定額について、前年度の交付決定額と比較し、増減の大きい市町
村の状況は次のとおりである。



(2)　減少率の高い市町村 （単位：億円）

△4.9% +246.8%
△6.7% +10.8%

△6.3% +567.8%

△31.7% +917.7%

△6.1% +522.7%

△7.4% +10.2%

※　増減額・伸率は令和６年度当初算定と令和５年度当初算定との比較である。

④  令和６年度普通交付税大綱（主な改正項目）

⑤  令和６年度普通交付税再算定について

市 町 村 名 増 減 額 伸 率
主 要 因
基 準 財 政 需 要 額 基 準 財 政 収 入 額

宜野湾市
△10.8
億円

△ 17.5%
臨時財政対策債償還費 市町村たばこ税

小学校費（学級数） 地方特例交付金

恩納村
△0.7
億円

△ 6.4%

臨時財政対策債償還費 市町村民税（法人税割）

中学校費（学校数） 地方特例交付金

読谷村
△1.6
億円

△6.0％

臨時財政対策債償還費 地方特例交付金

小学校費（学級数） 固定資産税（土地）

(1) こども・子育て政策に係る基準財政需要額をより的確に算定するため、測定単位を18歳以下人口とする「こども子

育て費」を設けるとともに、こども・子育て政策に要する経費の財源を措置すること。

(2) 地域社会のデジタル化の推進に要する経費の財源を措置すること。

(3)児童虐待防止、障害者の自立支援、介護給付に要する経費の財源を充実すること。

(4)特別支援教育、私学助成等教育施策に要する経費の財源を充実すること。

(5)森林環境譲与税を活用して実施する森林整備等に要する経費の財源を充実すること。

(6)会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に要する経費の財源を措置すること。

(7) ごみ収集、学校給食等の地方公共団体のサービス・施設管理等の委託料の増加を踏まえ、その財源を充実する

こと。

(8) 東日本大震災の被災団体に対し、算定に用いる国勢調査人口等について特例的な措置を講じること。

(9)令和６年能登半島地震の被災団体に対し、教育費や法人関係税等の算定において特例的な措置を講じること。

(10) その他制度の改正に伴って必要となる経費及び地方公共団体の行政水準の確保のために必要となる経費の財

源を措置すること。

(11) 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすること。

(1) 「臨時経済対策費」の創設

国の補正予算における歳出の追加に伴う地方負担の一部を措置するため、基準財政需要額の費目に「臨時経済

対策費」を創設。

(2)「給与改定費」の創設

地方公務員の給与改定を実施する場合に必要となる経費を措置するため、基準財政需要額の費目に「給与改定

費」を創設。

(3) 「臨時財政対策債償還基金費」の創設

令和７年度及び令和８年度における臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立てに要す

る経費の財源を措置するため、基準財政需要額の費目に「臨時財政対策債償還基金費」を創設。

(4) 調整額の復活


